公　　告

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定に基づく随意契約（特定随意契約）について、大分県契約事務規則第３３条の３の規定により公表します。
令和８年３月２日
大分県立海洋科学高等学校　校長　堤　進

一　契約に付する事項
１　業務名　　大分県立海洋科学高等学校　施設管理業務
２　履行場所　大分県臼杵市諏訪254-1-2　大分県立海洋科学高等学校
３　履行期間　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
４　業務内容　仕様書のとおり

二　契約者に必要な資格に関する事項
１　地方自治法施行令第１６７条の２第１項３号の適用を受ける者
２　自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。
ア　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77
号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）
イ　暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団をいう。以下同じ）
ウ　暴力団員が役員となっている事業者
エ　暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
オ　暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契
約等を締結している者
カ　暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者
キ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社
会的に非難される関係を有している者
ク　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合があります。

三　契約条項を示す場所及び日時
　　　場所　大分県立海洋科学高等学校のホームページに掲示
日時　令和８年３月２日から令和８年４月１日午前１０時００分まで


四　契約の申込み方法
　三の期間内に見積書の提出による。なお、見積金額は「日額」で記載すること。
落札決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に記載すること。

五　契約者の決定方法又は選考基準
　二に該当し、且つ予定価格以内の最も低廉な金額での見積もりを提出した者

六　賃金スライド条項について
　　　本業務委託は、賃金水準の変動に基づく契約金額の変更条項（賃金スライド条項）を適用する契約である。　

七　その他必要と認める事項
　三において仕様書、契約条件等を必ず確認すること。
　
　
以上


問い合わせ先
大分県立海洋科学高等学校
主任　安部　夢々花
TEL　0972-63-3678
